
「ジョージオーウェル『１９８４』」弁護士　伊須　慎一郎
 

ずっと読みたいと思っていた「１９８４」を読みました。
「二重思考」という言葉が頻繁に出てきます。
オセアニアという国の国民は、国の誤りを見つけても、それを無視するか、過去の事実（誤り）が間違いで、現在の国が正しいと信じ込む
ようにさせられた状態にされている。

過去を支配する者は未来を支配し、現在を支配する者（少数の権力者）は過去を支配する。

おそろしいことですが、２０２１年の今現在も、私たち、国民は、二重思考の罠にからめとられようとしているのではないでしょうか。

国家も、人間（私）も誤りや間違いを繰り返します。
しかし、誤りや間違いに学ばなければ、本当の自由や平和は獲得できないのではないでしょうか。

原発の安全神話の誤り慰安婦、南京大虐殺、アウシュビッツの大虐殺の否定・矮小化
広島・長崎の甚大な被害を忘れたかのような核の傘の下での生活
軍隊が政治権力を握る恐怖（国民を守るはずの軍隊が国民に銃を向ける）

ジョージオーウェルは、救済策は教育だと指摘していますが、この日本でも教育格差が拡大し、高騰する学費に学ぶことも不自由になって
います。
そう考えると、社会は悪くなる一方かと暗い気持ちになりますが、最後の解説の中で、トマス・ピンチョンは「彼は予測される不可避な情
況に苛立ちを感じる一方で、その気になれば変革をもたらすことを普通の人々が持っていることを一貫して信じていた。・・・我々自身が、
その信頼が裏切られることのないように、やらなくてはならないことは、何でもやるのだ、と」述べています。

諦めてはならないということなのだと思います。

弁護士　伊須　慎一郎

 

 

https://saitamasogo.jp/archives/87858
https://amzn.to/3qY23oJ
https://saitamasogo.jp/isushinichiro


営業時間変更のお知らせ
3月22日（月）より、平日の営業時間を９：００から１７：００までといたします。

みなさま方にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

「３．１１」弁護士　高木　太郎
東日本大震災から10年がすぎた。
あの時、あれほど、原発の危険性が身に染みたはずなのに、今、政府は原発をベースロード電源と位置付けて、今後も原発を維持していこ
うとしている。
こんな時、小泉を含む元首相５人が脱原発宣言を出した。
小泉はもともと原発推進派だった。小泉によれば首相時代は、原発安全神話に騙されていたのだという。
子供の頃に、過ちは誰にでもある、その時は間違いを認め反省して改めれば良い、と教わった。
いまの政府にも、その当たり前のことに立ち戻って欲しい。

弁護士　高木 太郎

 

 

4／4（日）反貧困ネットワーク全国集会2021「生きてくれ」
－コロナと貧困－
反貧困ネットワーク全国集会2021「生きてくれ」－コロナと貧困－
４月４日（日）に開催されます。

１３：００～　新宿西口駅頭集会＆サウンドデモ（申込不要）
　　○新宿駅頭前集会（新宿駅西口小田急前）13:00 ～ 13:30

https://saitamasogo.jp/archives/87887
https://saitamasogo.jp/archives/87862
https://saitamasogo.jp/takakitaro
https://saitamasogo.jp/archives/87825
https://saitamasogo.jp/archives/87825


　　○サウンド・デモ　13:30～15:00

１５：３０～　全国集会（新宿文化センター小ホール）（事前申込必要。定員105名）
　　申込→　http://bit.do/hanhinkon
　　場所：新宿区立新宿文化センター小ホール（最寄りは東新宿駅です）
　　＊会場に来られない方は以下のユーチューブ配信をご覧ください
　　https://youtu.be/Ic9OC571Y_c

　　○キックオフ　　主催者挨拶他　15:30～15:40
　　○セッション１　全国のコロナ災害支援地域の取り組み　15:40～17:00
　　○セッション２　課題別報告・特別報告　17:00～18:40
　　○セッション３　希望に向けた討論　18:50～19:50
　　○セッション４　まとめと集会宣言　19:50～20:00

　　反貧困ネットワークのホームページは→　https://www.hanhinkon.com/

（弁護士　猪股　正）

3/13（土）日弁連貧困問題全国キャラバンin山口【コロナ
禍での地域経済の再生と最低賃金の引き上げ】（オンライン参加
可）
　３月１３日（土）１３時３０分～１６時３０分、Zoomウェビナーを利用し、日弁連貧困問題全国キャラバンの一環として、山口県弁
護士会が、シンポジウム「コロナ禍での地域経済の再生と最低賃金の引き上げ」を開催します（共催：日本弁護士連合会、中国地方弁護士
会連合会）。
　誰でも無料でパソコン、スマートフォン又は電話で参加（視聴）できますので、ぜひ御参加ください。

　詳細は、以下の山口県弁護士会の告知用サイトをご参照ください。

 

　今年度の最低賃金は、山口県を含む７都道府県が据え置き（山口県は８２９円）となり、残る４０県は１円から３円の引き上げとなりま
した。
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　地域間格差は年々拡大し、地方では若者が地元を離れてしまう傾向が強く、労働力不足が深刻化しています。地域経済の活性化のために
も、最低賃金の地域間格差の縮小は喫緊の課題です。
　新型コロナウイルス感染症のなかでの地域経済の再生と最低賃金の引き上げについてみなさんと一緒に考えます。

　　開催日時　　２０２１年（令和３年）３月１３日（土）１３：３０～１６：３０

　　開催方法　　Zoomで開催、パソコン、スマートフォン、電話で参加可能　※予約不要・参加費無料
　　I　　　　D　８２０　５８０９　２２２２
　　パスワード　なし
　　U 　R　 L　https://us02web.zoom.us/j/82058092222
　　電　　　話　０５２４－５６４－４３９／０３－４５７８－１４８８

　　当日の進行　１３：３０～１３：３５　開会の辞　　上田和義（山口県弁護士会会長）

　　１３：３５～１３：５０　日弁連報告「全国一律最低賃金制度への取組について」
　　猪股　正（弁護士・日弁連貧困問題対策本部事務局副本部長）
　　１３：５０～１４：３０　招待講演　「今必要な中小企業支援策～海外調査を踏まえて～」
　　　　　　　　　　　　　　　中村和雄（弁護士・日弁連貧問題困対策本部事務局委員）
　　１４：３０～１４：４０　休憩

　　１４：４０～１５：５０　基調講演　「コロナ禍の下での地域経済の再生と最低賃金の引き上げ」
　　　　　　　　　　　　　　　岡田知弘（京都大学名誉教授・京都橘大学教授）
　　１５：５０～１６：２５　パネルディスカッション
　　　　　　　　　　　　　　　パネリスト：猪股正、中村和雄、岡田知弘、松田弘子（山口県弁護士会）
　　　　　　　　　　　　　　　ホ　ス　ト：斎藤隆弘（山口県弁護士会）

　　参加方法　　下記チラシをご参照ください

　　主　　催　　山口県弁護士会
　　共　　催　　日本弁護士連合会、中国地方弁護士会連合会

日弁連貧困問題全国キャラバン　全ての人が人間らしく生活するために　～連続市民シンポジウム～チラシ （ PDF / 93 KB ）

https://us02web.zoom.us/j/82058092222
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http://www.yamaguchikenben.or.jp/info2/file/20210313.pdf


「高木弁護士埼玉弁護士会会長就任」弁護士　梶山　敏雄
当事務所の高木太郎弁護士が、今年度４月からの埼玉弁護士会の会長に就任することが決まりました。

私が４０年以上も前に埼玉弁護士会に入会登録をしたときは、会に所属する弁護士は１００名前後でしたが、今では何と９００名を超える
規模になっています。
そのような大勢の弁護士が集まる弁護士会の活動をとりまとめる会長の仕事は、昨今発生する様々な社会的問題への対応も弁護士会の重要
な仕事であることもあいまって、大変な激務です。

高木弁護士の人柄は極めて温厚、弁護士としての能力も優れていることは事務所のみならず周囲の皆が認めるところであり（どこかの「ガー
スー」と取って代わって貰いたいくらい）、まさに適任であるとは思いますが、何よりも健康に留意して１年間を頑張ってもらいたいと思っ
ています。

弁護士　梶山　敏雄

 

（写真は埼玉弁護士会会長に就任する弁護士高木太郎です）

 

事務所ニュース　２０２１年新年号　巻頭挨拶（弁護士　佐渡島
啓）
昨年はコロナ禍に見舞われた一年でした。皆様、様々な影響や制限を受けた生活を強いられてきたものと思いますし、医療従事者など現場
で奮闘されている方々は私たちの想像を超えたご苦労が続いていると思います。改めて敬意を表します。当事務所でも、相談室にアクリル
板を設置し、相談が終わるたびに相談室を消毒してきました。また、換気のために相談室の窓を開け放っていますので、暑かったり寒かっ
たり、近隣の工事の音がうるさかったり、ご相談者の皆様にはご迷惑をおかけいたしております。何卒ご了承ください。

さて、今年は衆議院議員総選挙の年になります。一昨年の英国のエコノミスト誌の調査部門による発表によれば、日本の民主主義指数は世
界第２４位（北欧諸国が上位を占め、米国は２５位）。評価対象の指数には様々ありますが、足を引っ張った一つは、国政選挙の投票率の
低さでした（１９６ヶ国中１５８位）。ルソーが「自由なのは選挙のときだけで、選挙が終われば奴隷に戻る」と述べた通り、選挙だけで
民主主義を語れないことは自明ですが、しかし、現在の日本で議会制民主主義がとられている以上、投票行動が重要なことも明らかです。
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コロナ禍終息前の選挙になるとは思いますが、ぜひ皆様、投票所に足を運びましょう。

今年もよろしくお願いいたします。

弁護士　佐渡島　啓

 

（事務所ニュース・2021年新年号掲載）

アスベスト被害の解決を（弁護士　竹内　和正）
アスベストによる被害に遭われた建設職人の方が、アスベストの危険性を知りながらアスベスト建材を販売した企業と、それを規制しなかっ
た国を訴えた「建設アスベスト訴訟」が全国各地で争われています。

そして、同訴訟において重要な判決が、２０２０年８月２８日、９月４日と連続して、東京高等裁判所、東京地方裁判所でそれぞれ言い渡
され、国や企業の責任が認められました。
現在、国や企業に対し解決を求め交渉をしていますが、「係争中なので対応できません。」との回答を繰り返されています。１０年以上、
ずっと同じ回答です。
建設アスベスト訴訟を起こした原告の方のうち、提訴後に亡くなった原告の方の人数は２５０名近くにも及んでいます。僕の担当している
原告の方の中にも亡くなられてしまった方がいます。亡くなった原告の方々の「生きているうちに解決を」という願いはもう叶いません。
２０２０年１０月２２日、最高裁で建設アスベスト訴訟についてはじめて弁論期日が開かれました。そして、今年、建設アスベスト被害に
ついて、はじめての最高裁判決が言い渡される予定です。

せめて、ご遺族が笑顔で墓前に報告できるような判決が言い渡されることを強く望みます。

弁護士　竹内　和正

 

（事務所ニュース・2021年新年号掲載）

https://saitamasogo.jp/archives/87749


2/25 日弁連「全国一斉 新型コロナウイルス感染症 生活
相談ホットライン」
日弁連が、全国の弁護士会と連携して、「全国一斉 新型コロナウイルス感染症 生活相談ホットライン」を実施します。

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、様々な法的なお悩みを抱えている多くの市民の方々からの相談に、生活困窮・消費者問題・
災害支援を専門とする全国各地の弁護士が無料で対応します。
フリーダイヤルなので通話料もかかりません。ローンの返済、GO TO 中止のキャンセル料、事業の負債、家賃滞納、労働問題等々、
幅広く相談できます。

ぜひお気軽にお電話ください。

日時 ：２０２１年２月２５日（木）１０時～１９時
内容：全国一斉 新型コロナウイルス感染症 生活相談ホットライン
フリーダイヤル　０１２０－２５４－９９４

詳細は、日弁連のホームページをご参照ください。

【3/6-7  電話相談】東日本大震災、原発事故から１０年
被災者避難者なんでも相談ダイヤル
　間もなく、原発事故から１０年になります。１０年の時の経過の中で、政府の支援の多くは打ち切られ、人々の記憶も薄れ、事故の風化
が進んでいます。

　しかし、今も多くの方が困難を抱え、コロナ禍が追い打ちをかけています。今もなお、東京電力に対する損害賠償請求をできずにいる方
もいらっしゃいます。

　震災支援ネットワーク埼玉（SSN)は、２０１１年のさいたまスーパーアリーナ以降、取組を続けてきましたが、今般、被災者避難者
相談ダイヤルを、２日間、開設することにいたしました。不安・疑問・お悩み・お困りごと、なんでもお話ください。法律・こころ・福祉
など、弁護士・司法書士、臨床心理士など各方面の専門家がお待ちしています。通話・相談料無料、匿名OK、秘密厳守です。

◆日時
2021/3/6(土) 10:00～22:00
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2021/3/7(日) 10:00～22:00

◆電話番号
0120-220-683
◆ご相談例
・損害賠償請求について、不安、不満、疑問がある
・損害賠償請求の時効について心配
・土地、家屋、家財などの請求がまだできていない
・新型コロナウィルスによる営業不振で雇い止めをされて職を失った
・アルバイトが減り、生活費に困っている
・住宅ローン、子供の学費、奨学金の支払いが困難になっている
・子供のいじめに悩んでいる
・子供の学力低下が心配
・家庭内暴力について誰にも相談できていない

◆チラシのダウンロードは、こちら

◆お問い合わせ
震災支援ネットワーク埼玉
TEL 090-8879-0213(愛甲)
メールでのお問い合わせはこちらをクリック

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2021/02/79cfa567ce7adb876fb8aab64322dd4f.pdf
http://431279.com/toiawase

